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   開     議 

 

 

○小関勝助議長 おはようございます。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の会議に欠席の通告議員はございません。 

 よって、ただいまの出席議員は定足数に達し

ております。 

 本日の会議は、配付しております議事日程第

２号をもって進めます。 

 

 

 日程第１ 議案第５１号 平成２５ 

 年度長井市一般会計補正予算第１０ 

 号外７件 

 

 

○小関勝助議長 日程第１、議案第51号 平成25

年度長井市一般会計補正予算第10号から日程第

８、議案第58号 平成25年度長井市水道事業会

計補正予算第３号までの８件を一括議題といた

します。 

 予算特別委員会の審査の報告を求めます。 

 大道寺 信委員長。 

  （大道寺 信予算特別委員長登壇） 

○大道寺 信予算特別委員長 おはようございま

す。 

 平成26年第２回市議会定例会において、予算

特別委員会に付託になりました議案第51号 平

成25年度長井市一般会計補正予算第10号から議

案第58号 平成25年度長井市水道事業会計補正

予算第３号までの平成25年度補正予算案８件に

ついて、審査いたしました経過と結果について

ご報告申し上げます。 

 予算特別委員会は、会議日程に従い、２月28

日、本会議終了後に開催し、審査が行われたと

ころであります。 

 審査に当たっては、各会計補正予算の概要に

ついて担当課長から説明を受けた後、１名の委

員の総括質疑が行われ、終了後に細部審査を行

ったところでありますが、その経過につきまし

ては、議長を除く全員で構成する委員会であり

ますので、後刻会議録によりご承知くださいま

すようお願い申し上げ、審査の結果のみをご報

告申し上げます。 

 議案第51号 平成25年度長井市一般会計補正

予算第10号につきましては、我妻 昇委員外２

名から修正案が提出されましたので、提出され

た修正案について提案者から説明を受けた後、

質疑、討論を行い、採決の結果、賛成少数で修

正案は否決されました。 

 続いて、修正案が否決されましたので原案に

ついて採決を行い、賛成多数で可決すべきもの

と決定いたしました。 

 次に、議案第52号 平成25年度長井市国民健

康保険特別会計補正予算第１号、議案第53号 

平成25年度長井市公共下水道事業特別会計補正

予算第３号、議案第54号 平成25年度長井市山

形鉄道運営助成事業特別会計補正予算第３号、

議案第55号 平成25年度長井市介護保険特別会

計補正予算第２号、議案第56号 平成25年度長

井市浄化槽事業特別会計補正予算第３号、議案

第57号 平成25年度長井市後期高齢者医療特別

会計補正予算第１号並びに議案第58号 平成25

年度長井市水道事業会計補正予算第３号の補正

予算案７件につきましては、いずれも全員一致

で原案のとおり可決すべきものと決定いたしま

した。 

 以上が審査の結果でありますが、当局におか

れましては、審査の過程で委員各位から出され

ました質疑、意見について十分に意を用いられ、

事務の執行に当たられるよう申し上げ、予算特

別委員会の審査の報告を終わります。 

○小関勝助議長 委員長の報告が終わりました。 



 

―５６― 

 ただいまの報告に対し、ご質疑ございません

か。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○小関勝助議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 まず、日程第１、議案第51号 平成25年度長

井市一般会計補正予算第10号の１件について、

討論の通告がありませんので、討論を終結し、

採決いたします。 

 議案第51号について、予算特別委員長の報告

は、原案可決であります。 

 予算特別委員長報告のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立多数） 

○小関勝助議長 起立多数であります。よって、

議案第51号は、予算特別委員長報告のとおり決

定いたしました。 

 次に、日程第２、議案第52号 平成25年度長

井市国民健康保険特別会計補正予算第１号から

日程第７、議案第57号 平成25年度長井市後期

高齢者医療特別会計補正予算第１号までの６件

について、討論の通告がありませんので、討論

を終結し、一括して採決いたします。 

 議案第52号から議案第57号までの６件につい

て、予算特別委員長の報告は、いずれも原案可

決であります。 

 予算特別委員長報告のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○小関勝助議長 起立全員であります。よって、

議案第52号、議案第53号、議案第54号、議案第

55号、議案第56号、議案第57号の６件は、予算

特別委員長報告のとおり決定いたしました。 

 次に、日程第８、議案第58号 平成25年度長

井市水道事業会計補正予算第３号の１件につい

て、討論の通告がありませんので、討論を終結

し、採決いたします。 

 議案第58号について、予算特別委員長の報告

は、原案可決であります。 

 予算特別委員長報告のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○小関勝助議長 起立全員であります。よって、

議案第58号は、予算特別委員長報告のとおり決

定いたしました。 

 

 

 日程第９ 市政一般に関する質問 

 

 

○小関勝助議長 次に、日程第９、市政一般に関

する質問を行います。 

 ここで申し上げますが、３月定例会は、市議

会の申し合わせにより、会派代表、政党代表、

個人の順に質問を行うこととされております。 

 なお、会派代表質問に限り、関連質問を認め

ます。 

 質問の時間は答弁を含めて60分以内となって

おりますので、ご協力をお願いします。 

 初めに、会派代表質問を行います。 

 それでは、順次ご指名いたします。 

 

 

 渋谷佐輔議員の質問 

 

 

○小関勝助議長 順位１番、議席番号13番、渋谷

佐輔議員。 

  （13番渋谷佐輔議員登壇） 

○１３番 渋谷佐輔議員 おはようございます。

盟政会を代表いたしまして質問をさせていただ

きます。 

 東日本大震災からあと１週間足らずで４年目

を迎えようとしています。いまだ心も体も生活

も復興というまでには至っていないのではない

か。一日も早い復興を祈らずにはいられません。 




